
公立学校に就学する外国人児童生徒数の推移 

平成２３年５月現在、公立の小・中・高等学校等に在籍している外国人児童生徒は、 

約７万３千人。近年は増加傾向にあったが、平成２２年度以降減少している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（各年５月 1 日現在） 

※平成 23 年度の福島県データは８月１日現在のものである。 

出典：文部科学省「学校基本調査」 

 

日本語指導が必要な外国人児童生徒数 

平成２２年９月現在、公立の小・中・高等学校等に在籍する外国人児童生徒のうち、 

日本語指導が必要な者は、約２万９千人在籍しており、調査開始以来最多となった 

平成２０年度調査から若干減少しているものの、ほぼ横ばいである。 
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                                           （各年９月 1 日現在） 

※特別支援学校については、平成１８年度以前においては盲・聾・養護学校であった。 

※本調査は、平成２０年度より隔年実施となったため、平成２１年度は実施していない。 

出典：文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」 
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外国人の子ども等に対する支援施策について 

 
①外国人児童生徒等への日本語指導の充実のための教員配置 

学級数等から算定されるいわゆる基礎定数とは別に、外国人児童生徒等の日本語指導を行う教員

を配置するための加配定数を措置。 
 【義務教育諸学校】… 定数から算定される教員の給与費の１／３を国庫負担、２／３を地方交付税措置 

   （平成２４年度予算:１,３８５人、平成２５年度概算要求：１,４８５人） 

 【高等学校】   … 定数から算定される教員の給与費は全額地方交付税措置 

       （平成２４年度予算:   ４０人、平成２５年度概算要求:     ４０人） 

 

②日本語指導者等に対する研修の実施 

  独立行政法人教員研修センターにおいて、外国人児童生徒教育に携わる教員や校長、副校長、  

教頭等の管理職及び指導主事を対象として、日本語指導法等を主な内容とした実践的な研修を実施。
(年１回、４日間、１１０名程度） 

 

③就学ガイドブックの作成・配布 

   公立義務教育諸学校への就学の機会を逸することのないよう、日本の教育制度や就学の手続等を

まとめた就学ガイドブックをポルトガル語、中国語等７言語で作成（平成１７年度）。教育委員会・

在外公館等に配布したほか、文部科学省ホームページにも掲載。 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm） 

 

④公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業（補助事業） 

            (平成２５年度概算要求： ９１百万円) 

帰国・外国人児童生徒の受入れから卒業後の進路までの指導・支援体制の構築を図るため、各自

治体が行う受入促進・日本語指導の充実・支援体制の整備に関する取組を支援する。 
【取組内容例】 

   ・公立小･中学校等への就学の機会の保障（就学相談窓口の設置、就学ガイダンスの開催） 

   ・公立学校への円滑な受入れ（初期適応指導教室の実施、母語がわかる支援員の派遣） 

   ・日本語指導の充実（「日本語能力測定方法」の活用による日本語能力の把握と日本語指導） 

  ・指導･支援体制の充実(協議会の開催、帰国･外国人児童生徒教育の拠点となるセンター校の設置、 

巡回指導の実施) 

   ・進路保障（進路ガイダンスの開催、高校への支援員の派遣）             等 

 

⑤研修マニュアル及び日本語能力測定方法の普及  

（平成２５年度概算要求：７百万円） 

  「外国人児童生徒の総合的な学習支援事業」（平成２２年度～２４年度）の委託事業により開発

中であり、２４年度末に完成予定の「研修マニュアル」及び「日本語能力測定方法」について普及

を図る。 
  【研修マニュアル】 

･･･ 教育委員会が帰国･外国人児童生徒教育に関する研修会を計画する際の参考となるもの。 

 【日本語能力測定方法】 

  ･･･ 学校において児童生徒の日本語能力を把握し、その後の指導方針を検討する際の参考となるもの。 

 

⑥定住外国人の子どもの就学支援事業 

（平成２１年度補正予算額：３７億円） 

  不就学・自宅待機となっているブラジル人等の子どもに対して、日本語等の指導や学習習慣の確

保を図るための場を外国人集住都市等に設け、主に公立学校への円滑な転入ができるようにする。

また、ブラジル人等の子どもを中心としたブラジル人等コミュニティと地域社会との交流の促進を

図る。 

  【参考】：http://www.iomjapan.org/act/kakehashi.cfm 

 



○公立学校における帰国・外国人児童生徒の受入体制・支援体制づくりの推進
○日本語指導が必要な児童生徒に対する指導・支援の一層の充実

公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業
平成25年度概算要求額： ９１百万円（新規）

背景と課題＞
日本語指導が必要な児童生徒の背景の多様化。
在籍学級の学習活動に参加できる力をつけるための日本語指導の在り方。
対象児童生徒が少数在籍する地域における、受入・指導・支援体制づくり。

公立小・中学校等への就学の機会の保障

・就学相談窓口の設置、就学ガイダンスの開催
・関係機関と連携した就学案内（パンフレット等の作成・配布）

公立学校への円滑な受入れ

・初期適応指導教室（プレクラス）の実施
・日本語指導の補助や、学校理解の一助として学校と
保護者をつなぐための母語がわかる支援員の派遣

日本語指導の充実

・「日本語能力測定方法」の活用による、児童生徒の
日本語能力の把握と日本語指導

指導・支援体制の充実

・帰国・外国人児童生徒教育の拠点となるセンター校の設置
・域内の公立学校に対する巡回指導の実施
・対象児童生徒が少数在籍する地域における、
指導・支援体制の構築・充実

・地域全体で取組を推進するための、協議会の開催

進路保障

・域内の高等学校や公共職業安定所（ハローワーク）等との
連携による、進路ガイダンスの開催

・高等学校における受入体制づくり（支援員の配置等）

各地域の取組の実践交流
（担当指導主事等連絡協議会の開催 等）

地域人材との連携による、帰国・外国人児童生徒の公立学校における

受入れの促進・日本語指導の充実・保護者を含めたきめ細かな支援体制づくり
～ 受入れから進路保障までの連続した支援体制 ～

本事業は、実施主体（都道府県・指定都市・中核市）の取組に対して、総事業費の1/3を上限として予算の範囲内で交付を行う補助事業である。

●地域の実情や児童生
徒の実態に合わせて、左
のメニューから１項目以
上の取組を実施する。

●ただし、きめ細かな日
本語指導の充実を目指す
ため、「日本語能力測定
方法」の活用により、日本
語指導が必要な児童生
徒の日本語力を把握し、
指導に生かす取組につい
ては、必ず実施するもの
とする。



ブラジル人学校等

公立学校

帰国・外国人児童
生徒受入促進事業
における初期指導
教室（プレクラス）

日本語等の指導日本語等の指導
教室教室

「虹の架け橋教室」「虹の架け橋教室」

経済的理
由等によ
り就学が
困難

景気回復等
によりブラジ
ル人学校等
へ就学する
ことも可能 円滑な

転入を
目指す

・景気後退により、不就学・自宅待機となっているブラジル人等の子どもに対して、日本語等の指導や学
習習慣の確保を図るための場を外国人集住都市等に設け、主に公立学校への円滑な転入が出来る
ようにする。

・また、ブラジル人等の子どもを中心としたブラジル人等コミュニティと地域社会との交流を促進する。
・本事業は、平成２６年度まで実施する計画である。

概 要

ブラジル人等の子どものための日本語指導等の実施

○役割：ブラジル人学校等・公立学校にも通って
いない子どもを対象に日本語指導等を実
施。（ブラジル人学校等に在籍する子ど
もも受入れ可能）
また、ブラジル人等の子どもを中心とし
た地域社会との交流事業を実施。

○対象：義務教育段階の子ども等
○期間：原則６ヶ月程度
○場所：外国人集住都市等において実施
○内容：
・日本語指導等を行う教員等

日本語指導や教科指導

・バイリンガル指導員（ブラジル人教員等も含む）
ポルトガル語等の母語指導と教科指導の補助

・コーディネーター等
ブラジル人等の子どもの公立学校への受入促進、地
域社会との交流の促進 等

定住外国人の子どもの就学支援事業
ー 虹の架け橋教室 ー

ブラジル人学
校等に在学中
の子どもに対
する日本語教
育支援等

平成２１年度補正予算額：約３７億円

文部科学省

国際移住機関（ＩＯＭ）
＜「子ども架け橋基金」の設置＞

②申請

拠出金
支出

①周知・ 公募

地方公共団体等
（外国人集住都市等）

不就学・自宅待機のブ
ラジル人等の子どもの
受入れ
・日本語等の指導
・学習習慣の確保

日本語等の指導教室
「虹の架け橋教室」

③審査・採択
・委託
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